
北海道保健福祉部福祉局 

障がい者保健福祉課 

身体障害者補助犬の受入について 

 

１ 身体障害者補助犬とは 

・ 身体障害者補助犬は、身体障害者補助犬法に基づき特別な訓練を受け、認定された犬

で、目や耳、手足に障がいのある方をサポートする「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」がい

ます。障がいのある方が自立と社会参加をするための大切なパートナーです。 

・ 補助犬は、補助犬ユーザーにより十分な衛生・行動管理が行われているので、常に社

会のマナーを守り清潔にしています。 

・ 補助犬ユーザーが補助犬を同伴して施設等を利用する際には、いつでも補助犬である

ことを示せるように、犬種・認定番号、認定年月日等を表示しています。 

※ 盲導犬：視覚障がい者が安全に歩行できるようサポート  

   介助犬：肢体不自由者に物を拾って渡したり脱衣の介助など日常生活をサポート 

  聴導犬：聴覚障がい者に車のクラクション音など必要な生活音を知らせます。 

 

２ 補助犬の受入について 

法律に基づき、施設側には、補助犬の同伴を受け入れる義務があります。 

・平成 14年 10月  身体障害者補助犬法の施行により、公共交通機関や公共施設への 

同伴が可能。 

・平成 15年 10月 同法の全面施行により、飲食店、商業施設、病院等の不特定かつ多数 

の方が利用する施設への同伴が可能。 

・平成 20年 10月 同法の一部改正により、一定規模以上の企業（現在、常勤労働者数 50

人以上）の職場での受入が義務化。 

・令和３年６月   障害者差別解消法の一部改正により、事業者による障がいのある人 

への「合理的配慮の提供」が義務化（令和６年４月１日から施行）。 

 

３ 障害者差別解消法と合理的配慮について 

・ 補助犬を同伴することのみをもって、サービスの提供を拒むことは、障害者差別解消

法でいう、「不当な差別的取扱い」として禁止されています。 

 ・ 補助犬ユーザーから、「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の申出があった場合、

事業者は、実施に伴う負担が重すぎない範囲で対応する「合理的な配慮」を講ずる必要

があります。 

・ 合理的配慮の提供に当たっては、補助犬ユーザーと事業者等との間で「建設的対話」

を通じて相互理解を深め、共に対応策を検討していくことが重要です。 

  

４ 参考資料（取組事例） 

   道の障がい者保健福祉課の HPに、業種別の「補助犬ユーザー受け入れガイドブック」

や、盲導犬の受入拒否対応事例集、などを掲載していますので、ご参照願います。 

 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/88670.html 

※「合理的配慮の提供」の例（盲導犬の場合） 

 ・他の利用客からの苦情が心配…他の利用者から相談（犬アレルギー・犬への恐怖など）があった

場合、受入義務について説明し理解を求め、中立の立場で、双方の事情を聞き、可能な範囲で距

離をとるなど、必要な方法を提案する。 

 ・施設内や車内が狭い…盲導犬はテーブルの下やユーザーの足下にスペースがあれば待つことがで

きます。椅子を外してスペースを確保したり、壁際の席に案内するほか、ユーザーの希望に応じ

て、周囲の利用客にスペース確保に協力してもらうよう声かけをする。 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/88670.html
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